
 

金沢市建設事務ディレクター育成費補助金交付事務取扱要領 

 

１ 目的 
金沢市では、建設業の現場技術者の負担軽減や人材の確保を図るため、建設企業が実施

する建設事務ディレクターの育成に要する費用に対し、補助金を交付します。 

 

 

２ 補助対象者 
 補助金を申請する年度における金沢市建設工事競争入札参加資格又は金沢市役務等入札

参加資格（測量業務、建築（設備）コンサルタント業務、土木コンサルタント業務、地質

調査業務及び補償コンサルタント業務に限る。）を有し、その主たる営業所を市内に有する

建設企業。 

 

 

３ 補助対象経費 
 建設企業が行う、技術者業務を支援する人材※の育成に要する経費を補助 

【対象】建設事務ディレクター育成講座受講料 

建設業に用いるドローン、３Ｄ ＣＡＤ活用のための講座・講習受講料 

※「技術者業務を支援する人材」に該当する者 

(ⅰ) 建設事務ディレクターの資格を有する者 

(ⅱ) 建設事務ディレクター育成講座を受講中の者又は本補助事業に 

おいて建設事務ディレクター育成講座を受講する者 

  

 本補助金の交付対象は、国の助成金（※）の交付を受けて実施したものに限ります。 

  ※国の助成金・・・雇用保険法施行規則（昭和 50 年労働省令第３号）第 124 条に基づ

く人材開発支援助成金（人材育成支援コース助成金に限る。） 

   国の助成金の詳細は厚生労働省 HP 等でご確認ください。 

      問い合わせ先・申請先：石川労働局 

 

 

４ 補助率・補助金額 
補助対象講座等 補助対象経費 補助率 補助上限額 

（１）建設事務ディレクター育成講座 受講料 補助対象経費から国

の助成金の額を除い

た額の２分の１ 

180,000 円 

（２）建設業に用いるドローン活用の

ための講座又は講習 

（３）建設業に用いる３Ｄ ＣＡＤ活

用のための講座又は講習 

 



 

 

５ 計画の認定（事前に申請） 
申請期間 令和８年６月 25 日（木）から 

 講座等の受講開始前に申請してください。 

所定の書類が提出された先着順で審査を行い、結果を個別に通知します。 

・事業計画認定申請書 

・事業計画書（様式第１号） 

・収支予算書（様式第２号） 

・経費の算出根拠がわかる書類の写し、補助対象講座等の内容がわかる書類等 

・ドローン又は３Ｄ ＣＡＤ活用のための講座・講習を受講する者が「技術者業務を支

援する人材」であることを示す資料 

・国の助成金の「職業訓練実施計画届」を届け出たことを示す書類の写し（受付証、

電子申請完了を示す画面の写し等） 

なお、結果の通知後に事業内容を変更する場合は、「事業計画変更認定申請書」を 

提出してください。 

◆申請書類等の様式は金沢市ホームページに掲載しています。 

 

 

６ 交付の申請（受講完了後に申請） 
国の助成金に係る助成の決定の通知の日から 15 日以内又は３月末日のいずれか早い日

までに申請してください。 

・補助金交付申請書 

・実績報告書（様式第３号） 

・収支決算書（様式第４号） 

・支出を証する書類の写し（請求書、領収書、振り込みを証明する書類等） 

・補助対象講座等の受講状況が分かる書類（講座の修了証の写し等） 

・国の助成金の支給決定通知書の写し 

 

 

７ 注意事項 
(1) 本事業内で建設事務ディレクター育成講座を受講しない者がドローン、３Ｄ ＣＡＤ活

用のための講座・講習を受講する場合、その者が建設事務ディレクターの資格を有する

こと又は建設事務ディレクター育成講座を受講中であることが確認できる書類を提出し

てください。 

(2) 補助は当該年度の予算の範囲内において実施します。また、予算には限りがあるため、

原則として補助金交付申請書の受付順に補助金の交付事務を進めます。 

(3) 交付要綱等を必ず確認いただき申請をお願いします。 

 



 

 

８ 問い合わせ及び提出先 
〒920－8577 金沢市広坂１丁目１番１号 

金沢市 都市整備局 都市計画課 設計技術管理室 

ＴＥＬ 076－220－2375 

ＦＡＸ 076－222－5119 

メール gikan@city.kanazawa.lg.jp 


